
項番 契約日 件名 契約の相手方 契約金額（円） 指定理由 根拠法令 担当課

1 7月1日
すみだ郷土文化資料館収蔵資料燻蒸及び館内殺
虫消毒委託

関東港業株式会社　文化財保
存対策事業部

1,864,500

　特別収蔵庫内の燻蒸は、公益財団法人文化財虫菌害研究所の認
定薬剤で、毒性が低く地球温暖化係数０のアルプを使用し密閉燻
蒸法を用いて行う。アルプは、専門性・安全性の観点から製造元
が取扱事業者を認定しており、関東圏内でアルプを取り扱える事
業者は指定事業者以外にいない。

地方自治法施行令第167
条の2第1項第2号

地域教育支援
課

2 7月1日 墨田区子育て支援員研修業務委託
特定非営利活動法人 病児保
育を作る会

677,798

　本業務は「墨田区訪問型保育支援事業実施要綱」に基づき実施
するものであり、本業務を履行することができるのは、「墨田区
訪問型保育支援事業委託」の受託者である指定事業者以外にいな
い。

地方自治法施行令第167
条の2第1項第2号

子育て支援総
合センター

3 7月2日 インバウンド回遊促進事業実施に係る業務委託 一般社団法人墨田区観光協会 3,300,000

　本業務は、東武タワースカイツリー株式会社、墨田区伝統工芸
保存会をはじめとした関係団体や、その他関係者との綿密な連携
が不可欠である。指定事業者は墨田区が推進する観光振興の重要
な担い手として位置づけている団体であり、地域団体等とのネッ
トワーク、保有する知見や情報の質的・量的優位性を有する。こ
れらのことから、本業務を円滑に履行できるのは、指定事業者以
外にいない。

地方自治法施行令第167
条の2第1項第2号

観光課

4 7月2日 両国回遊促進事業実施に係る業務委託 一般社団法人墨田区観光協会 12,600,000

　本業務は、東京都、江戸東京博物館及び地域団体との綿密な連
携が不可欠である。指定事業者は、墨田区が推進する観光振興の
重要な担い手として位置づけている団体であり、地域団体等との
ネットワーク、保有する知見や情報の質的・量的優位性を有す
る。これらのことから、本業務を円滑に履行できるのは、指定事
業者以外にいない。

地方自治法施行令第167
条の2第1項第2号

観光課

5 7月4日 投票管理システム等サポート委託
株式会社ムサシ　東京第一支
店

7,269,350
 指定事業者は、当該システムの開発元であり、著作権上の理由か
ら、本業務を履行することができるのは指定事業者のみである。

地方自治法施行令第167
条の2第1項第2号

選挙管理委員
会事務局

6 7月4日
自書式投票用紙読取分類機等の点検及びファイ
ル作成等委託（参議院議員選挙）

株式会社ムサシ　東京第一支
店

1,211,100
　読取分類機にインストールするファイル作成を一括して行い、
開票当日に機器の動作不良が起きた際に迅速に対応できるのは、
当該製品の製造元である指定事業者のみである。

地方自治法施行令第167
条の2第1項第2号

選挙管理委員
会事務局

7 7月4日
子どもの学び応援事業の実施に係る業務委託
（単価契約）

株式会社中日新聞社　東京本
社

単価契約

　本件は、エネルギー・食料品等価格高騰重点支援対策として、
夏休み期間中の子どもの学びを担保するため緊急の支援として実
施するものであり、早期に事業を実施する必要があることから、
直ちに事業者を選定する必要があるので、競争入札を行う時間的
余裕がない。
　令和5年度に実施した同様の事業の受託実績がある指定事業者
は、既存のシステムを活用して早期に本業務を開始することがで
き、かつ、ノウハウを有していることから本業務を確実かつ効率
的・効果的に履行することができる。よって、指定事業者を指定
する。

地方自治法施行令第167
条の2第1項第5号

子育て支援課

8 7月4日 公共サイン地図データ作成及び修正等業務委託 株式会社ジイケイ設計 6,028,000

　指定事業者は、本区の公共サイン整備の指針である「公共サイ
ン整備マニュアル」の策定業務の受託者であり、当該マニュアル
策定以降の地図データの作成業務を受託している。本業務の主な
内容は、当該マニュアルに基づく公共サインのデータ修正であ
り、既存の公共サインと同一の仕様で作成する必要があることか
ら、本業務を効果的かつ効率的に履行することができるのは、指
定事業者のみである。

地方自治法施行令第167
条の2第1項第2号

都市計画課

9 7月7日 戸籍振り仮名RPA対応委託
株式会社両毛システムズ　東
京支社

2,200,000

　本業務は、墨田区で運用している「戸籍情報総合システム」に
RPAを利用して、届書の内容を自動で入力するための機能を導入す
るものであり、本業務は、著作権上の理由から、当該システムの
開発元である指定事業者しか履行することができない。

地方自治法施行令第167
条の2第1項第2号

窓口課

10 7月9日 「元気生き生き体操教室」事業運営委託
公益社団法人東京都柔道整復
師会　墨田支部

1,991,418
　運動器の機能維持向上プログラムである「元気生き生き体操教
室」は、指定事業者が独自に考案・企画したものであるため、本
業務を履行することができるのは指定事業者以外にいない。

地方自治法施行令第167
条の2第1項第2号

高齢者福祉課

令和7年7月　随意契約一覧（物品・委託契約）
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項番 契約日 件名 契約の相手方 契約金額（円） 指定理由 根拠法令 担当課

11 7月9日
令和７年(第４８回)隅田川花火大会における観
客誘導・整理業務委託

シンテイ警備株式会社 1,960,200

　本件誘導・整理業務は、主催者である隅田川花火大会実行委員
会が自主警備の一環として配備する警備業法上の警備活動を補完
するものである。
　実行委員会では、当該警備業務について、事業者を相手とした
契約を締結している。そのため、本件誘導・整理業務について
も、同一事業者による一体的管理の下で業務を執行しなければ、
適切且つ円滑な自主警備活動を行うことができない。

地方自治法施行令第167
条の2第1項第2号

文化芸術振興
課

12 7月9日 企業台帳管理システムの運用保守業務委託
富士フイルムビジネスイノ
ベーションジャパン株式会社
公共支社

1,724,800
　指定事業者は、本件の保守対象である当該システムの開発元で
あり、著作権上の理由から、本業務を履行することができるのは
指定事業者のみである。

地方自治法施行令第167
条の2第1項第2号

経営支援課

13 7月10日 ガス回転釜外の借上（再リース）
ＮＸ・ＴＣリース＆ファイナ
ンス（株）東京支店

2,859,120

　当該リース物件は、当初のリース期間が終了しても十分に使用
することができる状況であり、かつ、当初契約の相手方である指
定事業者が所有権を有している。よって、本業務を履行すること
ができるのは、指定事業者のみである。

地方自治法施行令第167
条の2第1項第2号

学務課

14 7月11日
イングリッシュキャンプの実施委託（単価契
約）

ＬＵＪＭ株式会社 単価契約

　本件は、区内中学生を対象に、英語によるコミュニケーション
能力の向上とともに、異文化理解と共生の資質・能力の向上を図
ることを目的としている。
　指定事業者は、区内唯一の英語系学部を設置するレイクランド
大学ジャパンの運営法人であり、専門性が高い英語の指導が可能
であることから、本件を効果的に履行できる区内唯一の事業者で
ある。

地方自治法施行令第167
条の2第1項第2号

指導室

15 7月11日 墨田区採用PR動画制作業務委託 株式会社ジェイコム東京 6,490,000
　本業務を行うに当たり「墨田区プロポーザル方式実施要綱」に
基づくプロポーザルを実施し、指定事業者を選定した（※令和7年
6月4日付け7墨総職第644号決定）。

地方自治法施行令第167
条の2第1項第2号

職員課

16 7月14日
LGWAN接続系ウェブセキュリティ対策サーバの
構築業務委託

NECフィールディング株式会
社　東日本インテグレーショ
ン統括部東京第一営業部

17,767,200

　指定事業者は、現在の本区のネットワーク環境の設計・構築・
運用保守を行っており、当該ネットワーク環境の設定情報や機器
類の構成を把握している。セキュリティ確保の観点から、当該
ネットワーク環境の設定情報等については、指定事業者以外には
開示することができないため、本業務を履行することができるの
は指定事業者以外にいない。

地方自治法施行令第167
条の2第1項第2号

ICT推進担当

17 7月14日
決算データ一括登録委託（地方単独事業決算額
調査対応）（単価契約）

日本電気株式会社　首都圏支
社

単価契約
　指定事業者は、墨田区で運用している当該システムの開発元で
あり、著作権上の理由から、本業務を履行することができるのは
指定事業者のみである。

地方自治法施行令第167
条の2第1項第2号

財政担当

18 7月14日 野菜裁断機用プレート刃の購入 日本調理機株式会社 918,500
　指定事業者は、野菜裁断機本体の製造元であるため、機器の取
り扱いに精通しており、部品交換後の動作確認や不具合等の対応
について、迅速・正確な対応が可能な唯一の事業者である。

地方自治法施行令第167
条の2第1項第2号

学務課

19 7月14日
企業台帳管理システムのソフトウェアライセン
ス使用（単価契約）

富士フイルムビジネスイノ
ベーションジャパン株式会社
公共支社

単価契約

　本件は、企業台帳管理システム内でソフトウェアライセンスを
使用することから、著作権上の理由から、本業務を履行すること
ができるのは、システムの保守事業者である指定事業者のみであ
る。

地方自治法施行令第167
条の2第1項第2号

経営支援課

20 7月15日 ブックスタート用絵本の購入
特定非営利活動法人ブックス
タート

970,200
　ブックスタート赤ちゃん絵本は、指定事業者のみが取り扱って
いる製品であるため、本業務を履行することができるのは、指定
事業者以外にいない。

地方自治法施行令第167
条の2第1項第2号

ひきふね図書
館

21 7月15日
関野吉晴　写真展「インカの末裔と暮らす ～
アンデス・ケロ村物語～」実施運営委託

nukaya　works 770,000
 　指定事業者は、関野吉晴氏の所属事務所であった事業者の解散
に伴い、関野吉晴氏に関する事業を引き継いだため、同展示の企
画実施ができる唯一の団体である。

地方自治法施行令第167
条の2第1項第2号

環境保全課

22 7月24日
「２８万人の平和メッセージ」折鶴再生紙制作
委託

株式会社ユニバーサルポスト 1,029,600

　本件は、テープで貼り付けて展示するため古紙としてのリサイ
クルが難しい本区の折鶴のみを用いて再生紙を制作するものであ
る。指定事業者は、本区以外の折鶴と混ぜることなく、本区の折
鶴から再生紙を小ロットで制作することができる唯一の事業者で
ある。

地方自治法施行令第167
条の2第1項第2号

文化芸術振興
課

23 7月24日
学校図書館システムの保守委託（令和２年度更
新分　再リース）

株式会社サン・データセン
ター

673,365

　指定事業者は、図書館システム「ＣＬＩＳ-学校図書館連携シス
テム」の開発元であり、墨田区で運用しているシステムは図書館
システム「ＣＬＩＳ-学校図書館連携システム」のオプション機能
であるため、著作権上の理由から、本業務を履行することができ
るのは指定事業者のみである。

地方自治法施行令第167
条の2第1項第2号

ひきふね図書
館
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項番 契約日 件名 契約の相手方 契約金額（円） 指定理由 根拠法令 担当課

24 7月24日 共通納付書の印刷 株式会社旭堂　東京営業所 518,980

　本業務は、令和７年度９月に稼働する標準準拠版住民記録管理
システムで使用する共通納付書を印刷するものである。運用にあ
たっては、みずほ銀行、ゆうちょ銀行等指定金融機関及びＮＴＴ
データによるコンビニエンスストア等の収納代行機関で納付書の
事前テストが必要であるが、令和７年２月に指定事業者より事前
テスト用の共通納付書を購入し、各機関において既にテストを実
施しているところである。そのため、印刷事業者が変更になる
と、バーコード品質に影響があり、実際に収納機関で読み込みが
できなくなる可能性があるため、テスト合格実績のある指定事業
者で引き続き印刷を実施する必要ある。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第１
号

税務課

25 7月29日 住基ネットCSサーバ設定等作業委託
株式会社ジーシーシー　東京
支社

5,907,000

  住基ネットＣＳは、本区基幹系（住民記録管理）システムとの
精確な常時データ連携が必要であることから、本業務を履行でき
るのは、基幹系システムの開発元であり、各種機器等の設置状況
及び設定内容を熟知している指定事業者以外にいない。

地方自治法施行令第167
条の2第1項第2号

ＩＣＴ推進担
当課

26 7月31日
文書管理システムの改修委託（収受文書供覧用
紙作成）

ジャパンシステム株式会社 1,650,000
　指定事業者は、墨田区で運用している当該システムの開発元で
あり、著作権上の理由から、本業務を履行することができるのは
指定事業者のみである。

地方自治法施行令第167
条の2第1項第2号

ＩＣＴ推進担
当課

27 7月31日
東京都第一子保育料無償化事業に伴う子ども子
育て支援システム改修委託

株式会社ジーシーシー　東京
支社

2,662,000
　指定事業者は、墨田区で運用している当該システムの開発元で
あり、著作権上の理由から、本業務を履行することができるのは
指定事業者のみである。

地方自治法施行令第167
条の2第1項第2号

子ども施設課
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